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はじめに

みなさん、こんにちは。安藤です。今ご紹介があったように、 4月

1日付で勤務先が法人化して、「大学共同利用機関法人人間文化研究

機構国文学研究資料館アーカイブズ研究系」という長い名前になりま

した。もとは「国文学研究資料館史料館」、通称国立史料館といってい

ましたが、法人化に際し、他機関への吸収合併や解体の危機に見舞わ

れました。しかし全国的な支援を得て運動を行った結果、何とか生き

残って「アーカイブズ研究系Jという新組織になりました。国文学研

究資料館は、同時に総合研究大学院大学文化科学研究科の日本文学研

究専攻を兼ねていますので、そちらのほうの教員も併任しております。

簡単に私のパックグラウンドをご紹介しますと、元々は日本近世史

の研究から入り、とくに山梨県をフィールドとしていました。大月市

に星野家という甲州道中本障を勤めた旧家があるのですが、その家の

史料調査を 1973年から延々と続けていまして、昨年、「星野家文書

調査30周年記念の会」という会を開催していただき、市長にもご参

加いただきました。史料館に入ってからは、もう 27年ほどになります。

史料館は、戦後日本における史料保存の光と影を象徴しているような

組織だといえると思いますが、今回の法人化に際し、ほとんど消滅の

危機に瀕しておりました。しかし、何とか持ちこたえて、アーカイブ

ズ研究系という新しい形で再出発したことは先ほど申し上げたとおり

です。

1986年から 87年にかけて、ロンドン大学の大学説で、アーカイブズ
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学を学びまして、世界のアーカイブズ学の動向に目を聞かれました。

以来、アーカイブズ研究に取り組んでいますが、その一環として、現

在も、天草、松江、愛媛などで、地域史料の調査・保存活動を地元の方々

と共に行っています。近年は、沖縄県の伊江島で、米軍土地闘争を闘っ

てこられて 3年前に 102歳で亡くなられた阿波根昌鴻(あはごんしょ

うこう)さんという方が残した膨大な、いわば現代史史料の調査にも

携わっているところです。

個人的な研究関心は、最近は、第2次世界大戦期のアジアにおける

記録史料の運命、というところにあります。中国や東南アジアの植民

地や占領地で、日本の植民地当局や軍政当局あるいは進出企業等が、

現地の記録をどのように扱ったかというようなことについて研究を進

めているところです。

さて、本題に入る前に、ちょうど 1週間前の『朝日新聞J東京版夕

刊に掲載された rr私は日本人』帰りたLリという記事をご覧下さい。

元開拓団の男性が自分は日本人だと中国から訴え続けて 21年、戸籍

が確認できないため日本に帰れないという記事です。

この男性は黒竜江省にすむ梁延文さん、日本名「花井勝一」という

63歳の方です。 3歳だった 1943年ごろ、開拓国として父母や2歳年

上の姉らと日本から中国に渡った。敗戦時、父とはすでに離ればなれ。

子供たちを育てるために中国人と再婚した母は、苦労の末 1976年に

自殺。日本への帰国を夢見た姉も昨年死去しています。梁さんは、日

本政府に対しず、っと帰国を申請し続けているが、厚生省は「梁さんら

が申し立てた出身地や開拓団を調べたが戸籍などの資料が見つからな

Lリという理由で、未だに日本人として認定せず、帰国を認めていな

いということです。

私の史料調査経験からいえば、出身地や母親の名前がわかっている

のだから、たとえ戸籍はなくても、この一家が 1943年に住んでいた

ことを証明できる何らかの記録が残っていないはずはないと思いま

す。厚生省はきちんと探したのか?地方自治体や、場合によっては地

元研究者などとも連携して、積極的に探索すべきではないか、という

気がします。

この男性にとって、記録は歴史資料でも何でもなく、文字通り日本
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人としての存在証明にほかなりません。しかし、考えてみれば、戦争

中のこととはいえわずか 60年前の、このように重要な、かつ基本的

な住民記録が残されていない、あるいは残されていてもすぐに見つか

らない。日本の記録保存システムの貧弱さを改めて思い知らされると

同時に、アーキビス卜としての責任も感じます。

1日本のアーカイブズの状況

まず、日本のアーカイブズ状況ですが、国のレベルでは国立公文書

館をはじめとして、外交史料館や防衛庁防衛研究所図書館戦史部がそ

れにあたります。都道府県のレベルでは、 29の都道府県に公文書館

ないし文書館ができています。

市町村レベルでは、 2002年にできたばかりの熊本県本渡市立天草

アーカイブズを含めて、まだ 20くらいしかありません。本当に九牛

の一毛です。

他方、大学、企業、宗教団体など、他の分野のアーカイブズが少し

ずつできてきているというのが近年の状況です。ユニパーシティ・アー

カイブズとしては、京都大学大学文書館が 2年ほど前に設置され、新

しい閲覧室なども整備されたようです。従来、ユニパーシティ・アー

カイブズというと、私立大学のほうが、創立者の記念館あるいは年史

編纂室を母体にして先行していたように思うのですけれども、国立大

学もようやく京都大学のほか、広島大学、名古屋大学、九州大学など

が、ユニパーシティ・アーカイブズを設置しています。

ビジネス・アーカイブズも、企業史料協議会という団体を中心に普

及に努めているところですが、本格的なビジネス・アーカイブズは日

本にはまだまだ育っていません。しかし日本銀行が日本銀行アーカイ

ブという名前の施設を作ったことなどによって、アーカイブズが企業

にも必要だということが、ビジネスの世界にも少しずつ理解されてき

ているように思います。

宗教団体としては、立正佼成会が佼成文書館という名前のアーカイ

ブズを、近年設立しました。

自然科学系でも、アーカイブズへの関心が高まっています。たとえ
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ば日本建築学会では、来週7月5日に「国内外の建築アーカイブの現

状ー建築アーカイブ・ネットワーク構築に向けて-Jというテーマで

シンポジウムを開催するようです。また日本土木学会には土木史研究

会というのがあって、土木に関するアーカイブズ資料の保存問題に熱

心です。私も土木史研究会のニューズレター『土木史フォーラム』に

「土木史とアーカイブズJという一文を寄せたことがありま千。

日本アーカイブズ学会の設立大会を学習院大学で4月に開催しまし

た。そこに、筑波の高エネルギー加速器研究機構の方が見えていまし

たが、今年4月に新しく史料室という組織ができたそうです。高エネ

ルギー加速器研究機構で蓄積されているさまざまな研究情報や、研究

機関としての経営情報も含めて丸ごと保存の対象としているそうで、

まさにアーカイブズとしての組織を立ち上げたということであろうと

思います。ほかにも、大阪の国立民族学博物館(民博)が文化資源研

究センターという組織を作ったようですが、これもやはり、民博の研

究資源と経営情報を保存活用するためのアーカイブズではないか、と

見ております。

2 rアーカイブズ資源j論

現代のアーカイブズは、すでに単なる古文書の保存庫というような

イメージとははるかに離れており、現代記録を含めた情報センター的

な機能、研究者だけでなく広く一般市民にサービスを提供する情報セ

ンターの方向にどんどん発展しています。近代のアーカイブズは、フ

ランス大革命をきっかけに成立して以来、もともと市民のための施設

であったわけですが、情報社会に対応した新しい方向性を模索してい

ます。これは、世界共通の動きだろうと思うのです。

先ほどちょっと触れた熊本県本渡市の天草アーカイプズは、 2002

年に開館した新しい文書館で、自治体では初めてアーカイブズという

名称、を採用しています。天草アーカイブズは、三つの基本理念を掲げ

ていますが、現代アーカイブズの新しい方向性を端的にまとめている

と思いますので、ご紹介いたします。

第ーは「市民による地域文化創造の拠点にJです。

-4-



「新しい地域の創造にとって何よりも大切なのは、地域の歴史と

文化である o 歴史と文化をなおざりにした開発は、決して真の地

域発展に結びつかない。さいわい天草には、ヨーロッパやアジア

との長い交流の中で育まれた独自の歴史があり、島の生活から生

まれた文化遺産、民俗遺産にも恵まれている。しかも天草は歴史

的にも地理的にも一体性が強く、歴史と文化を地域の宝として共

有できる強みがある。数年後に市町合併が予定されているが、こ

れを機にあらためて天草の歴史と文化を見直し、それを軸にして

新たな地域アイデンティティを確立するなら、 21世紀天草の新

しい展望が開けてこよう。天草アーカイブズは、この目的を達成

するための中心的な施設である。天草各地の過去から現代に至る

地域史料や公文書はもとより、国内国外の天草関係資料を収集し、

市民が、まちづくりや生涯学習、学校教育などに広く活用できる

システムを整えることによって地域文化創造の拠点になるととも

に、天草の情報を世界に発信す地域情報センターとしての役割を

も担うものである。」

町づくり、生涯学習、学校教育というような機能は、図書館の方々

にとっては当たり前だと思いますが、アーカイブズにとっては決して

当たり前のことではなく、アーカイブズというのは古文書をたくさん

蓄積して、歴史研究者や歴史好きの人のためだけに、ひっそりと活動

していればいいのだというような認識がかつてはあったように思いま

す。今ではそのようなものは過去の見解で、地域史料の中にはさまざ

まな地域興しの種があるのだという観点のもとに、地域の文化情報セ

ンターとしての役割が強調されるようになりました。

2番めは、「より聞かれた市政運営をめざしてjです。

「本渡市に『透明性の高い市政の実現』をめざした情報公開制度

が導入されることは、まことに喜ばしい。ただ、情報公開制度に

よって開示の対象となるのは市が保有する保存期間内の文書のみ

であり、保存期間を過ぎた公文書は原則として廃棄処分されるこ

とになっている。そのため、情報公開制度が作られでも、市民は

過去の行政情報にアクセスできない恐れがある。したがって、本

来の意昧で市政の透明性を実現するためには、保存期聞を過ぎた
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過去の行政情報についても、重要と考えられるものを選別して永

続的に保存し、広く公開することが必要である。(中略)天草アー

カイブズは、この目的を達成するための中心的な施設でもある。

保存期間を過ぎた公文書をアーカイブズで一元的に管理し、適正

な選別保存と公聞を行うことによって、情報公開制度とともに民

主的な市政を支える車の両輪となるものである。」

これは情報公開の問題です。情報公開というと、最近の新しい行政

情報だけを市民に公開すればいいのだというような観点が日本の場合

は強いわけですが、そうではなくて、過去の古い情報も市民の共有財

産として保存・公開しなければいけないということです。古い情報も

市民にとって重要だということは、公害問題や薬害問題の際に明らか

になったことですが、いま新聞・テレビをにぎわしているM自動車会

社の情報隠しの問題ーこれは企業情報の問題ですがーなども、そのこ

とを示している一例だと思います。

3番めの柱は「情報資源を活かした高度な行政の実現をJ。第 1，

第2が市民に顔を向けたアーカイブズ理念だとすれば、これは組織の

内側を向いた理念といえます。

121世紀に入り、新しい地域創造に向けて、地方自治体が果たす

べき役割にますます大きな期待が寄せられている o この期待に応

えるために、地方自治体は持ちうる人的資源や情報資源、を最大限

に活かす努力をせまられている。ところで、持ちうる情報資源の

中で最大のものは何かといえば、それは自らが生み出した公文書

である。公文書には、これまでの行政経験が情報として豊富に蓄

積されているからである。しかし現状では、過去の公文書を情報

資源として現代の行政に活かす努力は必ずしも十分に行われてい

ない。もったいないだけでなく、貴重な資源を無為に捨てている

という批判を免れない。とりわけ、数年後に予定されている市町

合併に際しては、合併に参加する各自治体の経験をいかに調整し、

総合化するかが大きな課題となる。そのためにも自治体が蓄積し

ている公文書を確実に保存し、情報資源として活用するシステム

を整える必要がある。天草アーカイブズは、この目的を達成する

ための中心的な施設でもある。市民のための聞かれた施設である
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とともに、行政内部の情報資源センターとしても積極的な役割を

担うものである。」

自治体の行政'情報は自分が作った情報ですから、収集にお金はかか

らない。その中には過去の失敗や成功の経験が豊富に蓄積されている

にもかかわらず、それを再利用しようという姿勢が、これまでの日本

の国や自治体には非常に希薄だったといえます。そのために、同じよ

うな失敗や無駄遣いを繰り返している。そうではなくて、過去の自分

たちの生み出した情報を情報資源として再活用する。それが結局、無

駄遣いを無くし行政の効率化、高度化につながるのだという、そうい

う考え方です。とりわけ、市町村合併が進行している中で、このこと

は大きな意味を持つだろうと思います。

以上をまとめますと、記録を単なる歴史資料としてではなく、文

化資源、社会資源、組織資源という三つの側面から総合的に考える

ということです。これを私たちは「アーカイブズ資源j、英語では

archival resourcesと呼んでいます。現代におけるアーカイブズとは、

アーカイブ資源を保存し活用していくためのシステムであり、それは

国や地方公共団体だけではなくて、企業、大学、宗教団体、病院、学

校等、すべての組織に当てはまる考え方だろうと思うのです。もちろ

ん、 rNHKアーカイブス」やデジタル・アーカイブなどが出てきて

L冶るように、アーカイブズ資源には映像記録や電子記録も含まれます。

その意昧で、本渡市が「文書館」ゃ「公文書館jでなく、全国にさき

がけて「アーカイブズ」という名称を選んだことは、先見の明があっ

たと言えるのではないでしょうか。

3アーカイブズ研究の世界的関心

次に、アーカイブズ研究の世界的関心についての話に移ります。

今、三つの柱ということで、天草を例に新しい現代アーカイブズの

方向性を説明しましたが、この方向性は世界共通のものである。むし

ろ、日本がそういった世界の最新の動きにのっかりながら新しいシス

テムを作ろうとしているということなのです。

世界のアーカイブズ、アーキピストの世界では、図書館や博物館な
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ど隣接分野の専門職と協力し合いながら、新たなアーカイブズ研究を

切りひらこうとしています。 3点ばかり最近の話題をご紹介します。

第一は、アーカイブズの情報記述の国際標準化という問題です。記述

の標準化は、図書館の方々にとっては古い話題だと思うのですが、アー

カイブズの世界で国際的な記述標準が採用されたのは、 1994年に国

際文書館評議会 InternationalCouncil on Archives (ICA)が作成した

「記録史料記述の一般原則JJGeneral International Standard Archival 

Description， ISAD(G)が最初です 2000年に第2版ができています。

1996年には、「国際標準:団体・個人・家に関する記録史料オー

ソリティ・レコード JInternational Standard Archival Authority 

Record for Corporate Bodies， Persons and Families， ISAAR(CPT)と

いうものが、やはり ICAの子で作られました。アーカイブズの場合

のオーソリティ・レコードは、図書館でいうオーソリティ・レコード

とは少し違って、記録群を生み出した組織体、家、個人の名称や成立年、

生没年などだけでなく、もっと広く、組織の変遷や個人の履歴などを

一定の基準にもとづいて文章で記述したもの、それをオーソリティー・

レコードと言っております。 ISAAR(CPT)は、そのための記述標準

をまとめたものです。

近年は、さらにアーカイブズ情報を電子化して共有するため、「コー

ド化記録史料記述JEncoded Archival Description， EADが開発され、

さらには、オーソリティ・レコードの電子化標準規則である「コード

化記録史料コンテクストJEncoded Archival Context， EACも登場し

ています。情報の電子化の問題では、図書館・博物館・アーカイブズ

の専門職が同じテープルで議論するようになってきているのが世界の

動向だろうと思うのですが、日本の場合は、一部でようやく情報交換

が始まっているものの、まだ本格的な研究交流には至っておりません。

第二は、電子化に対応した記録管理論の問題です。日本のアーカイブ

ズには、記録が発生している行政や企業の現場にまで積極的に関わっ

ていくだけの力がまだ十分に備わっていなくて、どうしても現場で不

用になった古い文書を「収集」させてもらうという、いわば受け身の

システムをとっているところが多いと思います。しかし、これでは本

当に重要な記録がアーカイプズに入らない恐れが大きいわけです。そ
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のため、世界の多くの国では、記録が生まれる最初の段階から一貫し

た管理を行う総合的記録管理システムの考え方を、戦後早いころから

採用しています。電子時代になってくると、古くなった情報はボタン

一つで簡単に消去されてしまいますから、総合的記録管理システムは

不可欠です。

これまで、総合的記録管理システムを支えてきたのは「記録のライ

フサイクル論」の考え方でした。図 1に示したのがそれです。

「記録のライフサイクル論」では記録の一生を 3段階で捉えます。

まず、現場で業務に使用されている段階が現用文書。次に、現場では

業務上必要なくなったけれども、数年聞は参考のために利用すること

があるので、レコード・センターと呼ばれる中間保管庫に集中保管し

ておく。これが半現用文書の段階。最後は、 10年 20年たって現場で

もほとんど参考にしなくなる非現用文書の段階です。そのうち歴史的

価値のあるものなどが永続保存文書としてアーカイブズに移され、そ

の他は廃棄されます。このように、作成から廃棄ないしは永続保存の

段階まで一貫した管理を行うわけですが、その際にキーとなるツール

がリテンション・スケジュールです。

リテンション・スケジュールは文書の種類ごとに保存年限を決める

もので、これと似た「文書保存年限規程」は日本にも前々からありま

すが、総合的記録管理システムにおけるリテンション・スケジュール

の特徴は、その作成にアーカイブズあるいはアーキピストが積極的に

関わっている、というよりも、アーカイブズやアーキビストの指導の

もとでリテンション・スケジュールが作られている、という点にあり

ます。現場の業務上の観点だけでなく、歴史的な価値などを加昧しな

がら、どの文書は何年間保存、どの文書は何年後に再検討、などと、

すべての記録について保存・廃棄の計両を書いていくわけです。

世界の多くの国は大体このシステムを採っていますが、 fJ本の場合

は、神奈川県や沖縄県などー部の自治体がこれに近いシステムに移行

し始めている段階です。

これは、あくまで紙媒体の記録を、物理的・空間的に移動すること

を想定したシステムです。ところが、現在の電子化の状況のもとでは、

それさえ過去のものになりつつあるのです。今のところは、まだ記録
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の多くの部分が紙媒体でしょうから、すぐにこのシステムが変化する

ことはないのでしょうけれども、やがてほとんどの記録が電子媒体に

なってくると、話は相当違ってきます。つまり、自治体でも企業でも、

組織の中に巨大なサーパーを一つ持っておけば、その中にすべての情

報を蓄えられる。作成部局でもレコードセンターでも、あるいはアー

カイブズでも、サーパーの中に蓄えられた情報を共有できる。それを

現場が使えば現用文書なのだし、同時にアーカイブズが歴史資料とし

て活用することも可能になる。あえて記録を物理的に移動する必要が

なくなるわけです。そうなると、紙媒体の記録を移動することを念頭

に置いた従来のライフサイクル論では不十分で、全く別の理論にもと

づいた、新しい総合的記録管理システムを構築する必要が出てきます。

最近、オーストラリアを中心に「記録連続体(レコーズ・コンティニュ

アム)論」という理論が出てきていますが、これはそのような新しい

考え方の代表的なものです。

図2が「記録連続体論」を示したものです。ライフサイクル論が記

録の一生を時系列的に、直線的に考えるのに対して、この理論では同

心円を使います。念頭においているのは主として電子記録ですが、ラ

イフサイクル論のように記録の性格が時間と共に変化するという考え

方はとりません。記録の性格は、人間活動との関係で見ると、時間に

関係なく四つの次元で捉えられる、というのが同心円を使う理由です。

中心の円が次元 1で、ある一つの記録が「発生」する場を意昧しま

す。そこでは、横軸に示したように、ある一人の「行為者J(業務の

実行者)の一つの「行為J(業務)によって、縦軸に示したように 1

点の「ドキュメント」が作成されます。次元 1の中で見る限りにおい

ては、このドキュメントは一つの行為(業務)の単なる「形跡j以上

の意味を持ちません。しかし実際にはそうじゃない。次の次元2に目

を広げてみると、次元 1の「行為」は、実は何らかの組織体の[ユニッ

トJ(課とか係)の「活動」の一部であり、発生したドキュメン卜も、

実はその組織体特有の文書システムにのっとって作成されたものであ

る。つまり、この次元において初めて個々のドキュメントの位置づけ

が見えてくる (1捕捉」される)ことになり、そのことによって、 ド

キュメントにとって最も重要な「証拠性jが初めて表面に浮かび上が
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る。これを記録連続体論では「レコードjと呼んでいます。

次元3は、ユニットの上にある「組織」全体です。組織が有してい

る「機能j全体との関係で、それぞれのレコードを位置づける (f組

織化Jする)と、レコードは組織にとって有用な'情報資源、すなわち

「組織記憶Jという性格を帯びることになる。これを「アーカイプj

と名付けています。さらに次元4は、横軸に institution(制度)とあ

りますが、これは「社会Jという場を意味すると理解して差し支えな

いでしょう o つまり、どんな組織体であっても、その活動は何らかの

社会「目的」の一部を担っているといえますから、そのような「多元

化」的観点から見ると、組織体が生み出しているアーカイブは単なる

一組織体の記憶にとどまらず、広く社会全体の「集合記憶Jの一部を

構成することになる、というわけです。これを、ここでは「アーカイ

ブズ」と呼んでアーカイブと区別しています。

以上、簡単に説明しましたが、ある人が「発生後 1秒であろうが

1000年であろうが記録は記録jと書いているように、記録の情報価

値は、時間と共に変わるというよりは、誰が何の目的で利用するかに

よって、時間に関係なく多様な位置づけが可能だと考えられます。と

りわけ電子記録においてはそうです。記録連続体理論は、そのような

観点から新しい情報理論の構築をめざした意欲的なもので、まだ完成

されたものではありませんが世界的に注目されています。

電子記録に関連して付け加えますと、コンテクスト情報あるいはメ

タデータの問題が重要です。これは電子記録に限った話ではありませ

んけれども、情報というものは、ただコンテンツだけを保存しでも意

味がないわけです。どの組織が、何の目的で、どのような文書システ

ムのもとで作成したのかという、コンテクスト情報あるいはメタデー

タがきちんと備わっていなければ、コンテンツの科学的な再利用はあ

りえない。

この、コンテクスト情報をどのように作成し、コンテンツ情報とど

う組み合わせて保存していけばLミいのという問題は、アーカイブズの

世界では前々から非常に大きな課題で、とくに記述論のなかで論じら

れてきました。図書と比較すればよくわかると思うのですが、図書の

場合、 1冊の本の書誌情報は基本的に奥付などその本の中で分かるわ
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けで、書誌記述に他の情報源をあまり必要としません。しかし、アー

カイブズはそうじゃなL、差出人とあて名があったり、タイトルが書

いである湯合もありますが、図書の書誌情報のようなものが揃ってい

る場合はむしろ少なL、仮に差出人や宛先やタイトルが書いてあって

も、 1点の文書だけ見ていたのでは、何の目的で作成され、他の文書

との関連はどうかなどはほとんど分かりません。つまり、アーカイブ

ズにとって重要なコンテクスト情報は、文書の外にあるのです。した

がって、アーカイブズの記述には、記録群全体の構造分析や記録群の

母体である組織体についての研究など、研究作業が不可欠となります。

電子時代になると、問題はさらに後雑化しています。コンテンツを

書き換えるのは非常に簡単だし、コピーや転送も頻繁に行われてい

る。いったいどれが原本なのか極めて不鮮明で、そもそもどこからど

こまでが一つの記録群としてまとまっているのか、たいへん分かりづ

らくなっています。そうすると、個々の情報単位にあらかじめ必要な

メタデータを適切に添付しておかないと、その情報のコンテクストが

分からなくなり、結局、コンテンツの証拠性とか真正性 (authenticity)

といったものが保証されないことになります。じゃあ、どのようなメ

タデータをどのように添付すればいいのか、その理論や技術の研究開

発が、いまアーカイブズや凶書館などの世界で大きな課題になってい

るわけです。

アーカイブズの方では、 InterPARES (International Research on 

Permanent Authentic Records in Electronic Systems電子システムに

おける記録の永続的真正性に関する国際研究)という国際プロジェク

トが動いていて、こういった問題を研究しています。ブリティッシュ・

コロンビア大学が中心になって、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オー

ストラリア、アジアという五つの同際チームが活動していますが、残

念ながら H本は積極的に関わっておりません。極めて重要な問題なの

で、早急、にこの事態は改善しなければいけないと思っています。

4 日本のアーカイブズ研究とアーキビスト教育

最後に、[J本のアーカイブズ研究とアーキビスト教育の現状につい
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てお話ししたいと思います。本当はこれが今日の主たるテーマなので

すが、時間の関係上、簡単な資料紹介にとどめたいと思います。

アーカイパル・サイエンスについては、すでに最近のトピックを二、

三ご紹介しましたが、私なりにアーカイバル・サイエンスの全体像を

まとめてみたのが図3です。大きく分けて、資源研究と管理研究の二

つの領域に集約できるのではないかと思います。「アーカイブズ資源

研究jというのは、過去から現在に至るさまざまな記録や記録群の性

質や構造を分析し、アーカイブズ資源として多様に活用するための理

論と方法論を研究する分野、ということです。「アーカイブズ管理研

究」というのは、アーカイブズ資源をどのようなシステムのもとで管

理し、具体的に活用していくのかという問題を研究する実践的研究領

域です。これには、法律の問題やアーキビスト教育の問題を含む政策・

制度論から始まって、記録管理論、評価選別論、史料調査論、編成記

述論、保存修復論など、実に幅広い研究分野があろうかと思います。

現代にあっては、評価選別論や、アーカイバル・インフォーマティッ

クスというのでしょうか、情報学的な分野の比重が高まっているのは、

ご承知の通りです。

日本のアーカイプズ研究は、アーカイブズ資源論、とくに歴史的な

史料としての活用という点では、明治時代以来の古文書学の伝統があ

るのですが、現代的なアーカイブズ研究は、やはり戦後に始まったと

いうべきでしょう。 1957年に、アメリカのアーカイブズ学者シェレ

ンパーグの『モダン・アーカイプズ』という本が、当時山口県図書館

長だった鈴木賢佑(まさち)氏によって翻訳されています。日本で最

初の自治体アーカイブズである山口県文書館の設立にあたって、内部

資料として印刷されたものですが、海外の新しいアーカイブズ学を日

本に紹介する大きな画期になったと思います。

アーカイブズ学が広く知られるようになったのは、 1980年代後半

で、ごく近年のことです。国文学研究資料館史料館の先輩である安津

秀ーさんが 85年に『史料館・文書館学への道』、翌 86年に大藤修さ

んと私が『史料保存と文書館学』という本を書いて、さらに 88年に

は国文学研究資料館史料館編『史料の整理と管理』が刊行され、これ

らの本が一つのきっかけになったとされています。当時は、主として
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「文書館学」と言っておりました。

1990年には、全史料協(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会)

の機関誌『記録と史料』がスタートしますが、本格的な研究誌はこれ

が最初ではないでしょうか。 1990年代後半には、『記録史料の管理と

文書館』、それから悟越ですが私の『記録史料学と現代 アーカイブ

ズの科学をめざして-jが出ております。そして、最も新しいものと

しては、 2003年に、明治以来の主な論文を集めた『日本のアーカイ

ブズ論』と、国文学研究資料館史料館編の『アーカイブズの科学』上

下2巻が相次いで刊行されました。後者の本は、国文学研究資料館史

料館が外部の研究者とともに 10年間実施してきた共同研究の成果を

まとめたもので、良きにせよ悪しきにせよ、日本におけるアーカイブ

ズ研究の現在の水準を示していると言っていいかと思います。

アーカイブズ学は、文書館学、史料管理学、記録史料学などといろ

いろな呼び方をしてきました。それは私の責任でもあるのですが、現

在では図3に示したような内容を総合的に表現するためには、アーカ

イブズ学というカタカナ表現が適切だろうと考えています。

次に、日本のアーカイブズ学の研究組織と研究活動に関して 2、3

ご紹介したいと思います。

1980年代から、科学研究費による共同研究が国文学研究資料館史

料館を中心に始まっていますが、現在進行中のものとしては、 2003

年から 2006年まで 4年計画で実施している「歴史情報資源活用シス

テムと国際的アーカイブズ・ネットワークの基盤構築に向けての研究」

があります。学習院大学の高埜利彦さんが研究代表者、私が事務局長

で、国文学研究資料館アーカイブズ研究系が全面的に関わっています。

この科研では三つの研究目的を掲げています。「歴史情報資源(アー

カイブズ)の存在形態と保存管理についての研究Jf歴史情報資源(アー

カイブズ)の国際情報ネットワーク化についての研究」、「歴史情報資

源(アーカイプズ)の専門職(アーキビスト)の教育養成プログラム

に関する研究」の三つで、現在、これにもとづいて八つのプロジェク

トが進行しております。

二つめにご紹介したいのが、今年4月に法人化して再発足したアー

カイブズ研究系で、私の勤務先です。従来の史料館から研究系になっ
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たことによって、業務の中心が研究プロジェクトに変わりました。国

文学研究資料館では、中期計画に従って研究系ごとに研究プロジェク

トを 6年計画でやっていくことになっていますが、アーカイブズ研究

系は、三つの研究プロジェクトに着手しました。第ーは「経営と文化

に関する記録史料学的研究J。史料館が従来行ってきた、所蔵史料研

究と目録化事業を、このような名称の研究プロジェクトに組み直した

ということです。第二は「アーカイブズ情報の管理と国際標準研究」。

アーカイブズ情報の電子化とネットワーク化のための研究プロジェク

トです。第三は、私がプロジェクト・リーダーをつとめる「東アジア

を中心としたアーカイブズ資源研究Jプロジェクトです。今年は韓国

との共同研究を行っていますが、中国、台湾、さらには東南アジア諸

国にも広げていきたいと思っています。

研究体制、研究活動の三つめの動きとして、日本アーカイブズ学会

の設立があげられます。 2004年4月に設立大会を開催し、元オラン

ダ国立文書館長でアムステルダム大学教授のエリック・ケテラール博

士を招いて、「未来の時は過去の時のなかに-21世紀のアーカイブ

ズ学-Jという記念講演をしていただきました。また、設立記念シン

ポジウム「アーカイブズ学を拓く jでは、韓国明知大学のキム・イカ

ン(金翼漢)教授はじめ、囲内から図書館情報学、博物館情報学、歴

史学などの分野の報告者をお呼びして、アーカイブズ学の課題を広く

考えようとしました。

日本アーカイブズ学会も三つの研究目的を掲げています。「アーカ

イブズの管理に関する研究Jrアーカイブズの生成、構造、伝来など

に関する研究Jrアーカイブズの教育・普及に関する研究」です。と

くに最後の「アーカイブズの教育・普及に関する研究jは、アーキビ

スト養成に関わる緊急課題と位置づけられています。

以上のような研究体制の整備を背景に、国際的な研究交流も進み始

めてきました。私が関わっているものを二つ簡単にご紹介します。

一つは、科研費による「歴史情報資源活用システムと国際的アー

カイブズ・ネットワークの基盤構築に向けての研究Jで実施している

「オーストラリア・プロジェクトjです。先ほど紹介した「記録連続

体論Jはオース卜ラリアから出てきた理論ですが、オーストラリアは
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今、記録管理やアーカイブズ・マネジメントの分野で世界最先端の位

置にいます。これをぜひとも学びたいということが第一の目的です。

ただ、単に理論的に学ぶだけではなくて、何か具体的なことを通じて

学びたいと考えていたところ、オーストラリア国立文書館シドニ一分

館に、 1941年のアジア太平洋戦争開戦時にオーストラリア当局によっ

て接収された現地の日本企業記録が、仮整理状態のまま尾大に保存さ

れていることがわかりました。オーストラリア国立文書館側もこれを

何とかしたいと考えていたらしく、共同で調査・整理をやろうという

ことになりました。私たちとしても、この作業を通じてオーストラリ

アン・アーカイブズの新しい考え方やシステムを具体的に研究するこ

とができるのではないかと考えまして、昨年からチームを派遣してい

るところです。

さらに、オーストラリアはアーキビスト教育の面でも、モナッシュ

大学を中心に高い水準を誇っています。その点も、オーストラリア・

プロジェクトのもう一つの重要な研究対象にしています。

他の一つは、国文学研究資料館アーカイプズ研究系が第3プロジェ

クトとして立ち上げた「東アジアを中心としたアーカイブズ資源研究j

プロジェクトです。これはアーカイブズ研究系のプロジェクト予算だ

けでは足りないので、いくつかの科研費研究プロジェクトと共同で実

施しています。また日本アーカイブズ学会の力も借りています。

初年度は、韓国の国立公文書館にあたる韓国国家記録院に保存され

ている、日本統治時代の朝鮮総督府文書を柱にしています。一応目録

はあるのですが、いわゆるアーカイブズ学的な、つまりコンテクスト

研究に基づいたきちんとした目録にはなっていないので、韓国のアー

キビストと朝鮮総督府文書の構造研究を行い、本格的な検索手段の作

成を一緒にやっていこうと考えています。

それと共に、日本に残っている朝鮮植民地関係記録に関する情報提

供も非常に重要な課題だと思っております。単に学問的な課題という

だけではなくて、アジアとの関係改善のためにアーキビストとして成

すべき任務だと思います。これをやがて、中国・台湾へと広げていき

たいと考えているわけです。

最後は、アーキピスト養成の話です。これについては、それほど明
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るい話はないのです。ご承知のように、日本のアーカイブズには、図

書館司書のような資格制度やそのための養成システムがあるわけでは

なく、事実上アーキビストとしての仕事をしている人が、自分なりに

勉強している。それが日本のアーキピストの現状なのです。しかし本

来それではだめなわけで、、きちんとした養成課程をつくり、その中で

アーカイブス守学の専門教育を行っていくことが、日本のアーカイブズ

の発展のために不可欠です。

世界のアーキピスト教育の現状について、 1996年にスウェーデン

が行った調査によれば49カ国 176校のアーキビスト養成学校が挙

がっています。ただ、この中には中国の大学・大学院約 20校が含ま

れていないので、実際はもう少し多いと思います。逆に、日本で行わ

れている研修会がアーキビスト養成学校の中に数えられてしまってい

ますので、そういう意昧では必ずしも正確な統計ではないのですが、

やはりヨーロッパと北米が中心だという傾向はわかります。ご承知の

ように、ヨーロッパのアーキピスト教育は 19世紀以来の伝統があり

ます。

アジアでも、中国と韓国ではアーキビスト教育が盛んです。とくに

中国では、アーカイブズ学を柏案(とうあん)学といい、多くの大学・

大学院でアーキビスト教育が行われています。その中心である中国人

民大学で、 2001年に「第 1回梢案学博士フォーラムjというのが開

催され、私も参加したのですが、非常に高度な内容の博士論文が 30

本ほど発表され、水準の高さに驚かされました。

韓国も、金大中大統領になって以来、アーカイブズのシステム構築

が盛んになりました。金大中以前の行政記録が政権交代のときに大量

に廃棄され、社会的な問題になったのが一つの要因と言われています

が、2000年1月施行の「公共機関の記録物管理に関する法律Jにより、

すべての公共機関にアーカイブズを設けてアーキピストを配置するこ

とが義務づけられました。そのため、アーキピスト養成大学院が十余

りの大学に設置されました。しかし、土台のないところに教育課程を

作るのは難しい点もあるようで、明知大学のキム・イカン先生は、日

本アーカイブズ学会の設立大会で韓国におけるエリート・モデルの虚

と実という言い方で問題点を指摘されておりました。
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日本に今後アーキビス卜教育課程を作っていく上で、世界的な水準

に学ぶ必要がありますが、その点では、アメリカ・アーキビスト協会

(Society of American Archivists， SAA)が2002年に出したアーキビ

スト教育のガイドラインが参考になると思います。

その中で、アーキビスト教育が大学院課程で行われなければならな

い理由が三つあげられています。一つは、アーカイブズ学的原則と技

術についての高度な知識、ならびに基本的なアーカイブズ機能を単独

で遂行する能力の獲得、二つめは、現代の多様で複雑な社会機構と

アーカイブズ記録文書を扱うために必要なアーカイブズ理論について

の包括的理解と、その実践的適用能力、そして三つめは、既成の知識

や考え方に対する問い直しゃ専門的基準の発展を担える創造的研究能

力と、生涯にわたる研究・研績の意志・能力の獲得です。とくに、アー

カイブズが現代の電子社会の中でどんどん変わっていく中で、自ら問

題に対処しつつ新しい方向を見出していくためには、 3番めの創造的

研究能力というのが重要で、そのような研究能力をどのように鍛えあ

げるかということが大きな課題になっているようです。

図4はカリキュラムについての提言です。アーカイブズ学中核(コ

ア)知識と、学際知識の二つにくくられていますが、コア知識には、

伝統的なアーカイブズ機能と専門職に関する知識のほかに、コンテク

ストの知識として、社会・文化システム、法律・財政システム、それ

からデジタル記録とアクセス・システムなど、現代社会の中での記録

がいかに発生し利用されているかについての最新の勉強が含まれてい

ます。

学際知識の方は、いくらでも無限に広がっていくのでしょうが、こ

こではやはり情報の問題やマネジメント、組織体の問題などが重視さ

れているのが注目されます。このようなカリキュラムを参考にしなが

ら、日本でも何とか本絡的なアーキビスト教育課程を整備しなければ

なりません。

しかしながら、実は日本の場合も、アーキビストを養成しようとい

う動きは明治からあったのだということは知っておいていただきたい

と思います。

明治 21年、東京帝国大学に日本で最初の国史学科を作る際に、外
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図4 rSAA2002ガイドラインjのカリキュラム構造
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ス・システム論



国人歴史教師であったリースが渡辺洪基総長に意見書を提出していま

す。その中でリースは、国史学科卒業生たちに期待される将来の就職

先として、次の四つの職業をあげています。

(甲)政府地方官庁貴族大家ノ記録局ニ於テ記録主任又ハ公文ノ整頓

保存主任

(乙)図書館長又ハ掛員

(丙)目下日本ニ於テ必要ノ急務タル修史事業ヲ補助セシメ即其資料

ヲ蒐集批評及編輯セシムル為メ編修者又ハ其助手

(丁)中学校ノ適格ナル国史教員

この第一番目にある「政府地方官庁貴族大家ノ記録局jというのは、

明らかにドイツのアルヒーフ、つまりアーカイブズが念頭にあった

と思われます。したがって、「記録主任」とか「公文ノ整頓保存主任」

というのは、どう見てもアーキビストのことでしょう。リースの頭の

中にはドイツをはじめとするヨーロッノTのアーカイブズとアーキビス

トの姿があり、日本でも同じような専門職を育てたいと考えたに遣い

ありません。

この意見書を見た日本人たちは、おそらくきちんと理解できなかっ

たのではないかと思います。日本においては、むしろ丙にいう修史事

業が中心となっていくわけですが、明治期にこのような動きがあった

という事実は注目しておきたいと思います。

日本でアーキピスト養成への関心が高まってくるのは近年のことで

す。 1986年に、国際文書評議会から派遣されたミッションが「日本

における文書館発展のためにJという報告書を出し、その中でアーキ

ピストの必要性が強調されましたが、そのことも大きなきっかけにな

りました。日本学術会議や全史料協(全国歴史資料保存利用機関連絡

協議会)などが、たびたび大学院にアーキピスト養成課程を作れとい

う提言を行っていますが、今もって実現しておりません。

現在は、国文学研究資料館が「アーカイブズ・カレッジjという研

修会を行っているほか、国立公文書館の「公文書館専門職員養成課程j、

企業史料協議会の「ビジネス・アーキビスト研修講座jなどがありま

すが、いずれも短期の研修コースに過ぎません。

ただ、大学にも動きはあり、早くは 1994年に駿河台大学文化情報
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学部にレコーズ・アーカイブズ・コースができています。これは非常

に画期的なことだったと思うのですが、残念ながら、アーキビスト養

成課程として順調に発展しているとは必ず、しもいえないように思いま

す。また、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科、あるいは東大大

学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻といったところでも、文書

館専門職員の養成をうたっていますが、アーキビス卜教育課程として

十分に整ったものにはなっていません。

こうした中で、 2003年、学習院大学大学院が人文科学研究科の中

に史料管理学という科日を 3科目設けました。これは実験的なコース

ですが、近い将来本格的なアーキビスト教育大学院に発展させたいと

いう希望を持っておられるようです。そのほか、別府大学や鶴見大学

がアーカイブズの関連コースを開講しているようです。詳しく知りま

せんが、いろいろなところで、こういった動きが出ているのは、いい

ことではないかと思います。

以上、私の話の締めくくりとして、同 5をご覧下さい。英語で恐縮

ですが、日本におけるアーカイブズ発展のための三つの要素を示した

ものです。左下にアーカイブズ・サイエンスのためのアカデミック・

コミュニティとありますが、日本アーカイブズ学会ができたことに

よって、アーカイブズを支える学術研究の土台づくりが少しずつ進ん

できていると思います。

それから、右側のユニパーシティ・ベイスト・アーカイバル・エテ、ユ

ケーションというのは、大学院に幕贈をおいたアーカイブズ教育とい

うことで、単なる研修コースでなく、きちんとした大学院教育のもと

で同際水準のアーキビストを育成しないと、アーカイブズの発展はあ

りえないだろう思っています。

最後に、 卜側にあるアーカイバル・コミュニティ、アクレディテー

ション・アソシエーションですが、アクレディテーション・アソシエー

ションというのは、資格認定協会のような組織を意味しています。アー

キビストの資格認定をどのように行っていくのかが、実は日本の場合

極めて大きな課題なのですが、司書や学芸員のように国家認定のかた

ちではなくて、アーカイブズのコミュニテイ、すなわち全史料協やアー

カイブズ学会などが中心になって資絡認定協会のようなものを作り、
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そこでアーキピストの資格認定を行っていく、そういうかたちを想定

しています。そういう意味では、これは一つの案に過ぎないとも言え

るのですが、いずれにしても、学術研究、大学院教育、資格制度とい

うトライアングルの中で日本のアーカイプズの将来像を構築していく

ことが必要だろうと考えております。

以上、最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございま

した。
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